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マイカー通勤手当の非課税限度額が 

引上げに 

 

◆令和７年分年末調整における改正事項 

今年の年末調整について、国税庁ホーム

ページでは、(1)「基礎控除」や「給与所得

控除」の見直し、(2)「扶養親族等の所得要

件」の改正、(3)「特定親族特別控除」の創

設、が行われているとして、情報を提供して

います。また、「通勤手当に係る非課税限度

額の改正が行われる場合には、年末調整での

対応が必要となることがあります」とありま

す。社会保険料の算定基礎にも影響する可能

性がありますので、最新情報を確認しておき

ましょう。 

◆政府が方針を決定 

11 月 12 日、政府が非課税限度額を引き上

げる方針を固めたと報じられました。 

10 ㎞以上 15 ㎞未満の場合に月額 7,100 円

までから 7,300 円に、55 ㎞以上の場合に月

額 1,600 円までから 38,700 円までに引き上

げるとされています。 

◆ベースは人事院勧告 

国税庁ホームページによれば、改正は人

事院勧告（令和７年８月７日）を受けたもの

で、勧告本文では、「民間の支給状況等を踏

まえ、200 円から 7,100 円までの幅で引上げ

改定を行い、令和７年４月に遡及して実施す

る」とされています。なお、この実施は 11

月 11 日に閣議決定されています。 

 

◆令和８年４月以降のさらなる改正も検討 

令和８年４月以降のさらなる改正につい

て、税制改正の議論を踏まえて決める方針と

も報じられています。 

人事院勧告には、「令和８年４月から、上

限を『100 ㎞以上』とし、『60 ㎞以上』の部

分について５㎞刻みで新たな距離区分を設け

る」、「１か月当たり 5,000 円を上限とする駐

車場等の利用に対する通勤手当を令和８年４

月から新設する」とあります。 

 

12 月は「職場のハラスメント撲滅月間」

です 

 

◆職場におけるハラスメントの種類と防止措

置 

毎年 12 月は、厚生労働省が定める「職場

のハラスメント撲滅月間」です。 

職場におけるハラスメントは、働く人の

能力を十分に発揮することの妨げになるだけ

でなく、個人の尊厳や人権を不当に傷つける

許されない行為です。 

ハラスメントには、職場での優位性を背

景としたパワーハラスメント、性的な言動に

よるセクシュアルハラスメント、妊娠・出

産・育児等に関するマタニティハラスメント

などがあります。これらは職場秩序を乱し、

生産性の低下や人材流出、企業の社会的評価

の低下を招く重大な問題です。正社員のみな

らず、契約社員・パートタイム・派遣といっ 

た雇用形態を問わず、すべての労働者が安心
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して働けるよう配慮が求められます。 

令和４年４月から、すべての企業に対し

てパワハラ防止措置の義務化がなされていま

す。パワハラとは、①優越的な関係を背景と

した言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超

えたもの、③労働者の就業環境を害するもの

――この３つの要件をすべて満たすものを指

します。 

◆職場におけるハラスメント対策シンポジウ

ムの開催 

厚生労働省では、12 月 10 日に「職場にお

けるハラスメント対策シンポジウム」をオン

ラインで開催します。 

当日は企業や業界団体によるカスタマー

ハラスメント対策の事例紹介や、専門家によ

る講演、パネルディスカッションが予定され

ています。参加費は無料で、事前申込み制と

なっています。詳細は、厚生労働省が運営す

る特設サイト「あかるい職場応援団」で確認

できます。 

12 月は、職場のハラスメント防止体制を

見直す良い機会です。相談窓口の設置状況や

周知方法など、社内の取組みを今一度ご確認

ください。 

【厚生労働省「あかるい職場応援団」】 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ 

 

中小企業庁が「賃上げ・最低賃金対応

支援特設サイト」を開設しました 

 

◆中小企業庁が最低賃金引上げ対応の国の支

援制度をまとめた特設サイトをオープン 

今年も最低賃金の引上げが実施されまし

た。近年、大幅な引上げが続いており、企業

としては対応に苦慮するところです。 

そのような中、中小企業庁は、賃上げ・最

低賃金対応をしながら、新製品開発、新設備

の導入、販路開拓、従業員の処遇改善や人材

確保の取組みをする中小企業・小規模事業者

への国の支援制度をまとめた「賃上げ・最低

賃金対応支援特設サイト」を開設しました。 

◆補助金・助成金・税制・相談窓口などの情

報を一括で確認 

特設サイトは、以下のステップにより、自

社に合った補助金・助成金（ＩＴ・設備投資

支援に関する補助金、業務改善助成金、キャ

リアアップ助成金等）、税制優遇（賃上げ促進

税制）、相談窓口（よろず支援拠点、働き方改

革推進支援センター等）といった支援策をす

ぐに見つけられるよう工夫されています。 

○ステップ１ 賃上げに必要な人件費の増加

分を知る 

○ステップ２ 商品・サービス別、顧客別の

「利益」を計算し、「伸ばすべ

き」商品・サービスを検討す

る 

○ステップ３ 賃上げ原資の確保に向けて対

策を考える 

◆自社に合った支援制度を見つけるために活

用を 

時給引上げ額、勤務日数、従業員数などを

入力することによって、１日、１週間、１月、

１年当たりの各増加額を算出できる「人件費

増加額シミュレーション」や、利益を得るた

めの売上高等をシミュレーションできる「儲

かる経営 キヅク君」など、自社の状況をシ

ミュレーションするのに活用できるツールも

盛り込まれているようですので、活用してみ

てはいかがでしょう。 

【中小企業庁「賃上げ・最低賃金対応支援特

設サイト」】 

https://mirasapo-plus.go.jp/chinage/ 

 

12 月の税務と労務の手続［提出先・納

付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 


